
部活動のあり方 、考え方の相違

部活の考え方、適正数 部活動指導員 複数顧問制は教員に限るのか 合同チーム
丹波篠山市での恒常的な合同

チームはどうか
安全配慮のあり方
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教員の定数が減らされて

いる状態では、部員数の少な

い部活動は整理を行い、教員

2 名の複数顧問制がとれる

体制とする必要があり、その

体制がとれる部活数が適正

な部活数である。

生徒の自主性を軽んじる

ような指導をされる方もい

た。また、そういった指導者

が部活動内で権力を持ち、本

来の指導者である顧問の教

員が軽んじられるようなこ

ともあった。「指導員」につ

いては適切な人材を配置さ

れることが大切だ。

夏場の熱中症への対応な

ど様々なリスクへの対応が

あるので、教員二人の複数顧

問制を崩すことは難しい。こ

の体制の上で、アドバイスを

される指導員を余分につけ

ていただけることについて

は大歓迎である。

部活動の諸問題を解決す

るために合同チームが各地

域で作られているが、生徒の

送迎や事故等のリスクなど、

学校、教師、保護者の負担に

なっている。

年度に限り部員数が足り

ないチームに限って合同チ

ームを成立できる。あくまで

救済措置で特例であり、合同

チームをあてにして部活動

を残せない。

合同チームの組織を意識

して部活動を存続させると、

教員の定数が減らされてい

る状況では、余計に複数顧問

制が遠のく。

「しっかりと研修等を受け

られ安心できると判断され

た指導員であれば教員一人、

指導員一人の複数顧問制を

とっても学校として問題な

いということか」という問い

に、「そうである」

兵庫県

教育委員会

部活動は生徒の自主的・自

発的な参加により行われる

ことが何より大切なことで

あって、学校や教員はこれを

支援するものです。これは

『いきいき運動部活動』に記

載しているし、中学校学習指

導要領（平成 29年 3月）に

定めるものです。

従って、先生の数や管理体

制から、部活動の数を導き出

すのは正しいものではあり

ません。

生徒や教員の数、校務分担

の実態等を踏まえ、部活動指

導員を積極的に任用し、学校

に配置します（兵庫県教育委

員会『いきいき運動部活

動』）。

特定の種目の技術を教え

る指導員もあれば、学校の部

活動全体のあり方を担当す

るような指導員を配置して

いる例もあります。

運動部顧問は教員に限ら

ない。

少子化に伴い、単一の学校

では運動部を設けることが

できない競技がある場合は、

生徒の運動活動の機会が損

なわれないよう、複数校で実

施するなど合同部活動等の

取組を推進します（『いきい

き運動部活動』）。

（現状での部員が不足する

場合の合同チームでは）年度

によって合同チームが変わ

ることはやむを得ない。

（このような形の）合同チ

ームは無理である。全国的に

同じである（中体連）。

救済措置として複数校合

同チームを設けているもの

で、近畿、全国も同様であり、

県独自では変えようがない。

平成 22年 5月に起きた県

立龍野高校テニス部の熱中

症事故で裁判となり安全配

慮義務が争われたが、顧問は

必ず立ち会わなければなら

ないとはなっていない。顧問

は活動中、生徒の活動に立ち

会い、直接、指導することが

原則であるが、やむを得ず立

ち会えない場合、健康状態や

休憩など危険回避について

具体的な体制をとっておく

ことを顧問不在時のルール

づくりをしている。


